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情報通信審議会   

会長 庄山 悦彦 殿○  

総務大臣 増圧 寛  

雷  諮  問  

次世代ネットワークに係る接続ル鵬ルの在り方について、下記のとおり諮問  

する。  

次世代ネット管」やとは、従来の回線交換網が有する高い信綾性と【P網が  

有する柔軟性の両立を基本理念として通信事業者が構監F管理するE P技術を  

活用した通信網であ軋∴東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社  

（以下「N TT東西」という。）は、次世代ネットワークを用いた本格商用  

サービスを本年度下期に開始することとしている。   

近年、IP技術の進展に伴い、回線交換網からF P網への移行が進展する中  

で、NTT東西が構築する次世代ネットワークは、我が国における基幹的な通  

信網と」ての性格を有することとなることが想定される。競争事業者が、当該  

ネットワークを利用して創意工夫を活かした多様なサmビスを遅滞なく提供可  

能な環境を整備することは、公正競争の確保や利用者利便の向上を図る観点か  

ら取り組むべき重要な課題であり、上述の商用サービスの開始時期を踏まえれ  

ば喫緊の課題である。   

これらを踏まえ、総務省は、「新競争促進プログラム2010」（平成18年9月19  

日公表。本年10月23日改定）において、NTT東西の次世代ネットワークに係  

る接続ルールの在り方について、貴審議会の審議を経て本年度中を目途に結論  

を得ることとしているところである。   

以上を受け、また関係事業者等からの提案を踏まえ、第鵬程指定電気通信設  

備の指定範囲、次世代ネットワークに係る設備・機能の細分化（アンバンド  

ル）、接続料の算定方法等の次世代ネットワークに係る接続ル岬ルの在り方に  

ついて、貴書議会に諮問するものである。   


